
 

 

議員提出第１号議案  

 

   足立区中小企業者等賃上げ応援助成金条例  

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び足立区議会会

議規則第１３条第１項の規定により提出する。  
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         提  出  者  
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同         山   中  ち え 子 

同         横 田  ゆ う 

同         西 の 原  ゆ ま 

同         土   屋  の り こ 

同         髙   橋  ま ゆ み 

 

足立区議会議長   た  だ  太  郎   様  

 

（提案理由）  

 区内中小企業者等に対して中小企業者等賃上げ応援助成金を支給する

ことにより、物価高騰を上回る賃上げ及び人材確保の推進を図るため、

この条例案を提出する。  



 

 

足立区中小企業者等賃上げ応援助成金条例  

 

（目的）  

第１条  この条例は、区内中小企業者等に対して、中小企業者等賃上げ

応援助成金（以下「助成金」という。）を支給することにより、物価

高騰を上回る賃上げ及び安定的な人材確保の推進を図り、もって地域

経済の好循環及び活性化に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において「中小企業者等」とは、中小企業基本法（昭

和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者又は常

時雇用する従業員の数が１００人以下の特定非営利活動法人（特定非

営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人をいう。）、公益法人等（法人税法（昭和４３年法

律第３４号）第２条第６号に規定する公益法人等をいう。）、医療法

人（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４２条の２第１項に規定

する社会医療法人を除く。）又は協同組合等（法人税法第２条第７号

に規定する協同組合等をいう。）をいう。  

２  この条例において「賃上げ」とは、中小企業者等が雇用する労働者

の基本給単価を引き上げることをいう。  

３  この条例において「基本給単価」とは、中小企業者等が雇用する労

働者に対し支払うべき基本給（労働の対価として支払う賃金から、賞

与及び各種手当を除いたものをいう。）を算出するための単価であっ

て、時間、日、週、月又は年を単位とするものをいう。  

４  この条例において「従業員」とは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又

は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）であるものをいう。  

（助成対象者）  

第３条  助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」と



 

 

いう。）は、前条第１項に定めるもののほか、次に掲げる要件を全て

満たすものとする。  

（１）  区税、都税及び国税を滞納していないこと。  

（２）  区内に主たる事業所かつ本店登記を有しており、継続して１

年以上事業を営んでいること。  

（３）  国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる公的機関から賃

上げを目的とする助成金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込

みがないこと。  

（４）  宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。  

（５）  公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断され

る事業を行っていないこと。  

（６）  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第５項から第１０項までに定める営業

を行っていないこと。  

（７）  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本

国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する団体若しくは無差別

大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの

団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体

若しくは個人でないこと。  

（助成要件）  

第４条  助成金の支給は、助成対象者が、助成金の交付を受けようとす

る年度（以下「当該年度」という。）に次の各号に掲げる要件を満た

した場合に行うものとする。  

（１）  １時間当たり７０円以上の賃上げを行っていること。  

（２）  １時間当たりの賃金の額が、最低賃金（最低賃金法（昭和３



 

 

４年法律第１３７号）の規定による最低賃金をいう。）の額に７０

円を加えた額以上であること。  

（３）  前２号の要件を満たす１時間当たりの賃金の額を１年間継続

する見込みがあること。  

２  前項各号に掲げる賃金の算定方法その他必要な事項は、規則で定め

る。  

（助成金の支給額等）  

第５条  助成金の支給額は、前条に規定する賃上げを行った従業員一人

につき６万円とする。ただし、助成対象者当たりの支給額の上限は、

１００万円とする。  

２  助成金の交付は、助成対象者につき、１年度当たり１回限りとする。  

（交付申請）  

第６条  助成対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で

定めるところにより、区長に申請するものとする。  

 （交付決定及び却下）  

第７条  区長は、前条の規定による申請書を受けたときは、予算の範囲

内において、その内容を審査し、助成金を交付することが必要かつ適

当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知する。  

２  区長は、前項の規定による審査により、助成金を交付することが不

適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知する。  

 （申請の取下げ）  

第８条  助成金の交付決定を受けた中小企業者等（以下「交付決定者」

という。）は、申請を取り下げようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、遅滞なくその旨を区長に申請しなければならない。  

 （申請内容の変更等）  

第９条  交付決定者は、申請内容の一部について変更が生じるとき又は

それが見込まれるときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその

旨を区長に申請し、その承認を受けなければならない。  



 

 

２  区長は、前項の規定による申請の内容が、既に交付決定している額

を上回るものである場合には、変更を認めないこととする。  

３  区長は、第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査

し、規則で定めるところにより、交付決定者に変更の可否について通

知するものとする。  

（助成金の支給）  

第１０条  区長は、交付決定者に対し、規則で定めるところにより、助

成金を支給する。  

２  区長は、前項に定める助成金の支給を迅速かつ適切に行わなければ

ならない。  

（報告）  

第１１条  区長は、この条例の施行に必要な限度において、交付決定者

に対し、必要な報告を求めることができる。  

（決定の取消し）  

第１２条  区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認め

た場合は、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。  

（１）  偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。  

（２）  助成金の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令

又はこの条例若しくはこの条例に基づく規定に違反したとき。  

（返還）  

第１３条  区長は、前条の規定により助成金の支給の決定を取り消した

場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給され

ているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。  

（委任）  

第１４条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

付  則  

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。  


